
【令和６年度随時募集用】 

家賃補助申込みのご案内 
 

●家賃補助制度（民間賃貸住宅の空き家を活用し，家賃の一部を補助する制度） 
の実施にあたり，入居者を募集します。 

●家賃補助を受けるには，家賃補助申込の入居基準を満たし，市の審査後に要件を満た

す民間賃貸住宅の空き家に入居することが条件となります。 

●補助資格決定通知書を受領する前に賃貸借契約を結んだ場合，その住宅は補助の対象

になりませんので，ご注意ください。 

 

■募集件数   ４件（令和６年１１月２８日時点） 

※資格審査に必要な書類をすべて揃えていただいた状態での受付と 

なります。受付は先着順で，定員になり次第締め切りとなります。 

■受付場所  ひたちなか市役所 企業合同庁舎２階 住宅課窓口 
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【問い合わせ先】 ひたちなか市 建設部 住宅課  
住  所 〒３１２－８５０１ ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 
電  話 ０２９－２７３－０１１１（内線 ６２１２，６２１３） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで ※土，日，祝日を除く 
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１  補助の対象となる民間賃貸住宅の概要                    

※物件情報は，認定事業者及び市住宅課で公開しています。 

（１）認定事業者が管理し，入居をあっせんする住宅。（１１ページに認定事業者の一覧を

掲載しています） 

（２）新耐震基準（昭和５６年）に適合した市内の民間賃貸住宅。 

（３）消防設備（共同住宅では，消火器・火災警報器，その他の住宅でも火災警報器）の 

設置があること。 

（４）家賃が月額５０，０００円以下。（管理費，共益費及び駐車場使用料を除く） 

（５）礼金は無く，敷金は家賃月額の２か月分が限度。 

 

２ 家賃の補助について                                    

（１）補 助 額 家賃月額の２分の１（上限２０，０００円，１，０００円未満は切捨。） 

（２）補助期間 家賃補助開始月から最長６０か月。 

（３）交付時期 年４回（１０，１，４，７月に前３か月分を交付。ただし，家賃及び市

税に滞納があるときは交付しません。） 

 

３ 応募要件                                        

 ※申込みができる方は，次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。 

（１） 市内に住所（過去に市内に住所を有していた方を含む）又は勤務場所があること。 

 

（２）現に同居している親族，又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある方，いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパート

ナーシップの宣誓をし，いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた

方又は婚約者を含む）がいること。 

ア 婚約者と同居する場合の申し込みにあたっては，入居前日までに入籍したこと 

が確認できること。 

イ 配偶者のいない単身者でも次の場合は申込みをすることができます。 

ａ ６０歳以上の方 

ｂ 身体障害者手帳の交付を受けている方（１級から４級） 

ｃ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（１級から３級） 

     ｄ 療育手帳の交付を受けている方（Ⓐ，Ａ，Ｂ） 

        ｅ 戦傷病者手帳の交付を受けている方（特別項症から第６項症及び第１款症） 

 ｆ 原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内） 

ｇ 生活保護受給者（住宅扶助を受けていないこと）又は中国残留邦人等に対す 

る支援給付を受けている方 

ｈ ハンセン病療養所入所者 

ｉ ＤＶ被害者で一定の要件を満たす方 

ウ 同居が不自然な場合は，申込みは認められません。 

（同居が不自然な例） 

・夫婦を分割して子供と入居しようとする場合 

 ・夫婦の他に両親や祖父母の一方のみと同居する場合（一方が介護施設に 

入所中で同居が困難と認められる場合等は除く）  
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（３）現在住宅に困っていることが明らかであること。 

（住宅に困っている例） 

・高い家賃を支払っている 

・自己の非によらない理由で立ち退きの要求を受けている 

・現在婚約中だが，住宅がないため世帯を分離している 

なお，持家のある方（申込者本人のほか，同居しようとする方が所有している場

合や，現在居住していない場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則

として申込みはできません。 

 

（４）市町村税を滞納していないこと。 

 

（５）収入基準にあてはまること。 

＜収入基準＞ ※収入月額の計算方式は次頁「４ 収入額の計算方法」をご覧下さい。 

世帯区分  収入月額  該当する世帯  

一般世帯  158,000 円以下 裁量世帯以外の世帯 

裁量世帯  214,000 円以下 

ア ６０歳以上，又は６０歳以上と１８歳未満の方のみの世帯  

イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯  

  身体障害者（１～４級）  

  精神障害者（１～２級）  

  知的障害者（Ⓐ，Ａ，Ｂ）  

  戦傷病者（特別項症～第６項症及び第１款症）  

  原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内）  

  ハンセン病療養所入所者  

ウ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方がいる世帯 

 

 

（６）申込名義人又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

（７）生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。 
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４ 収入額の計算方法                                

 

（１）収入月額の計算方法は，次のとおりです。 

収入月額＝{世帯の所得額（Ａ）－扶養親族控除額（Ｂ）－給与年金控除額（Ｃ）－特別控除額（Ｄ）}÷１２か月 

 

 

（２）世帯の所得額・・・・・（Ａ） 

ア 前年中に収入のあった方については，次により所得額を出して合算します。 

ａ 給与所得の場合 

       給与，賃金，賞与等給与に係る所得で，その額は支払金額から給与所得控

除と特定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金

額又は確定申告書の所得金額合計） 

ｂ 事業所得の場合 

農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業により

収入があった場合は確定申告書の所得金額合計 

ｃ 公的年金の収入は雑所得となります。 

イ 次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。 

      ａ 退職所得，譲渡所得等一時的な所得 

      ｂ 生活保護の各種扶助料，雇用保険及び労災保険の各種給付金 

      ｃ 遺族年金及び障害年金 

      ｄ 仕送りによる収入 

      ｅ 退職予定者の給与所得等 

ウ 年の中途で就職，転職した方の場合は，給与証明による１か月以上の満額支

給実績に基づき所得額を算定します。（１か月以上満額支給の実績がない場合，

満額支給見込み額に基づき算定します） 

 

（３）扶養親族控除額・・・・・（Ｂ） 

扶養親族控除の金額は，１人当たり３８０，０００円で，申込み者以外の同居予

定親族と別居中の扶養親族が対象となります。 

●扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込み者を除く）＋別居扶養親族数〕 

×３８０，０００円 

 

（４）給与年金控除額・・・・・（Ｃ） 

    給与年金控除の金額は，１人当たり１００，０００円（その者の給与所得の金額

と公的年金等の雑所得の金額の合計額が１００，０００円未満である場合には，

当該合計額）で，申込み者または同居予定親族のうち給与所得または公的年金等

に係る雑所得を有する者が対象となります。  
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（５）特別控除額・・・・・（Ｄ） 

種  別 控除対象者 控除額 

老人扶養親族控除 扶養親族で，かつ年齢が７０歳以上の方 
１人に付き１０万

円 

特定扶養親族控除 
扶養親族で，かつ年齢が１６歳以上２３歳

未満の方 

１人に付き２５万

円 

ひ と り 親 控 除 

婚姻をしていない方で次の３つの要件の 

全てにあてはまる方 

（１）事実上婚姻関係と同様の事情にある 

   と認められる一定の人がいないこと。 

（２）生計を一にする子（所得金額が４８ 

万円以下で他の扶養親族になってい

ない。）がいること。 

（３） 合計所得金額が５００万円以下で 

あること。 

３５万円（所得金額 

から給与年金控除 

額を控除した残額 

が３５万円に未満 

の時はその額） 

寡 婦 控 除 

（※ひとり親控除に 

該当する方を除く） 

 

夫と離婚後に婚姻をしておらず，子以外の

扶養親族がいる方で，合計所得金額が５０

０万以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

２７万円（所得金額 

から給与年金控除 

除した残額が２７ 

万円に未満の時は 

その額） 

夫と死別した後婚姻をしていない方，又は

夫の生死が明らかでない方で，合計所得が

５００万円以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（３級～６級）・精神障害

者保健福祉手帳（２級，３級）又は療育手

帳（Ｂ，Ｃ）を持っている方 

１人に付き２７万

円 

特 別 障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（１級，２級）・精神障害

者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳（Ⓐ

Ａ，）を持っている方 

１人に付き４０万

円 
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５ 入居申込みに必要な書類                             

 

（１）民間賃貸住宅家賃補助資格申請書兼入居申込書 

 

（２）世帯全員の住民票の写し・・・市町村から（市民課窓口） 

 ① 入居予定者全員の住民票の写し 

  ※世帯全員のもので，続柄等の記載があり，個人番号の記載がないもの 

 ② 同居している他の世帯全員の住民票の写し 

  ※「他の世帯と同居していること」を理由に申し込む場合に必要 

 

（３）所得等の証明書 

① 課税証明書・・・市町村から（市民税課窓口） 

   入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，１６歳以上の方全員分（所

得，年税額，控除，扶養人数等が記載されているもの）が必要です。ただし，１８

歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

   証明書を取得する市町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 
令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 
令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

② 申込み時期によって①と併せて提出していただく書類 

令和 6 年 5 月中 

□令和 5 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分所得税の申告書（写し） 

※事業所得者等 

令和 6 年 6 月から 12 月末日

まで 
□令和 6 年度課税証明書のみ 

令和 7 年 1 月から 3 月末日ま

で 

□令和 6 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等 

③ ①，②と併せて下表に該当する方に提出していただく書類 

令和 5 年 1 月 2 日以降に現在の職場

に就職又は転職をした方 

※正社員登用などにより固定給が変

更した場合も該当します。 

□給与証明書 

 ※満額 1 か月以上の実績があるもの 

 ※就職して 1 か月に満たない場合は，今後 

3 か月の見込み額を証明したもの 

 ※事業を開始した方は，収支内訳書等 

令和 5 年 1 月 2 日以降に年金を初受

給された方 

□各種年金証書等の年金額が確認できる書類の 

写し 

16 歳以上の学生の方（高校生以上） □学生証の写し又は在学証明書 
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（４）無職無収入を証明する書類 

無職無収入である 16 歳以上の方全員分が必要です。ただし，18 歳以下の就学者（高

校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

① 令和 6 年 5 月中に申込みをする場合 

退職日等 必要書類 

令和 5 年中の収入がなく 

現在も無職の方 

□令和 5 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 5 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分確定申告書（写し） 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➁ 令和 6 年 6 月から 12 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 5 年 1 月 1 日以前に 

退職し，現在も無職の方， 

又は勤務したことがない方 

なし 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知 

書の写し・・・社会保険事務所から 

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➂ 令和 7 年 1 月から 3 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 6 年中の収入がなく，

現在も無職の方 

□令和 6 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 6 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分確定申告書（写し） 

令和 6 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 
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（５）納税証明書（未納がないことの証明）・・・市町村から（市民税課窓口） 

原則として，書類を提出する月のうちに取得したものが有効です。 

入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，16 歳以上の方全員分が必要

です。ただし，18 歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方

は除きます。 

証明書を取得する市区町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 

令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 5 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 

令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 6 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

   ※別途追加で書類が必要な場合，詳細は住宅課までお問い合わせください。 

 

（６）勤務先証明書・・・勤務先から（発行後３か月以内のもの） 

 

（７）健康保険証（写し）又は共済組合員証（写し）・・・入居しようとする親族全員分 

・提出する写しには，保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して（番

号を隠してコピーして）ください。 

 

（８）申立書・・・公営住宅における暴力団排除に基づくもの 

 

（９）その他必要に応じて用意していただく書類 

ア 婚約証明書 

  ※入居日の前日までに入籍したことがわかる書類を提出してください。 

イ 身体障害者手帳（写し），精神障害者保健福祉手帳（写し），療育手帳（写し） 

ウ 戸籍謄本（単身者，１人親世帯，兄弟姉妹で申し込む場合） 

エ 賃貸借契約書（写し）（家賃が高いことを理由で申し込む場合） 

  ※契約期間，契約者，家賃等が分かるもので，更新を行っている場合は最新の 

ものを提出してください。 

オ 立ち退き証明書（立ち退き要求を受けていることを理由に申し込む場合） 

カ 単身入居申込者生活状況調査書（単身で申し込む場合） 

キ ＤＶ被害者であることの証明・・・裁判所の保護命令決定書（写し）又は婦人

相談所長等または市町村ＤＶ被害者支援担当課，民間団体（婦人保護事業委託

団体等）の証明書又は確認書 

）の証明書 

ク 戸籍の附票又は住民票の除票の写し（過去に市内に住所を有していた方が申し

込む場合） 

ケ いばらきパートナーシップ宣誓書受領証（写し）又はいばらきパートナーシッ

プ宣誓書受領カード（写し） 

コ その他，市が必要とする書類 
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６ 入居申込み及び入居の手続き                        

 

（１）入居申込 

①入居申込に必要な書類をすべて揃えている必要があります。 

②入居される方が住宅課に直接持参してください。申込みの内容に

ついてお尋ねすることがあり，不明な場合は受理できません。 

③申込みは先着順での受付となりますので，定員に達した場合，申

込みは受理できません。 

（２）資格審査 

※申込者が，申込

要件を満たして

いることの確認 

①申込みの際に提出いただいた書類をもとに審査を行い，申込要件

を満たしているかどうか確認します。 

②後日（１週間後程度），審査の結果をお電話でご連絡します。 

（３）入居承諾書の

取得・提出 

 

※入居を希望する

住宅が，補助の

要件を満たして

いることの確認 

①補助の対象となる民間賃貸住宅の中から，希望する住宅を選んで

ください。 

②希望する住宅を管理する認定事業者の所に行き，「民間賃貸住宅

入居承諾書」を取得し，市に提出してください。 

③市の審査後，「補助資格決定者」となり，市から「民間賃貸住宅

家賃補助資格決定通知書」及び「入居までのスケジュール」を送

付します。 

※資格決定通知書送付の日から３年間は市営住宅の申込みが出来

なくなります。 

※「民間賃貸住宅入居承諾書」の発行は，認定事業者の意思で行う

ものであり，その取得にあたっては，認定事業者からの資格審査

を受ける必要があります。 

（４）民間賃貸住宅 

契約・入居 

①市からの「民間賃貸住宅家賃補助資格決定通知書」を受け取った

後，賃貸借契約を締結してください。その後，契約に基づき入居

を行ってください。 

②補助開始月については，以下のとおりです。 

・賃貸借契約の開始日が月の初日の場合…契約開始月から 

・     〃    月の途中の場合…翌月から 
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（５）家賃補助金 

交付申請 

①賃貸借契約書の写しを添えて，「民間賃貸住宅家賃補助金交付申

請書」を提出してください。この申請書は，「民間賃貸住宅家賃

補助資格決定通知書」を送付する際に同封します。 

②審査後，「民間賃貸住宅家賃補助金交付・不交付決定通知書」を

送付します。 

③この申請は，家賃補助を受けている間は，毎年１回６月に提出し

ていただきます。来年度からは住民票と課税証明書を一緒に提出

していただき，所得要件の審査をします。審査の結果，所得制限

を超えている場合，向こう１年間の補助は受けられません。 

（６）家賃補助金 

交付請求 

①補助金の交付は，10，１，４，７月です。各交付月に，前３か月

分の家賃に対し補助金を交付します。 

②ただし，家賃・市税の滞納が無いことが条件であるため，請求の

都度，認定事業者から「家賃支払証明書」，市から「納税証明書

（未納がないことの証明書）」を取得し，「民間賃貸住宅家賃補助

金交付請求書」とともに提出してください。 

③提出期間は，各支払月の 1 日～10 日です。ただし，４月の請求

提出期限は前月の末日です。 

 

 

※民間賃貸住宅の契約については，必ず（３）③の「民間賃貸住宅家賃補助資格決定

通知書」を受け取ってから締結してください。通知書を受け取る前に契約を締結し

た場合，補助の対象外となります。 
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７ 今後のスケジュール                                

 

 

9月
日 月 火 水 木 金 土

8/27 28 29 30 31 9月1日 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

資格審査

結果連絡

17 18 19 20 21 22 23

入居承諾書

提出期限

24 25 26 27 28 29 30

資格決定通知書

送付予定日

10月
日 月 火 水 木 金 土

10月1日 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 29 30

交付決定通知書

入居承諾書提出期間

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格審査期間

交付申請書・賃貸借契約書

提出期限（10/16）

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格決定・不決定審査期間
賃貸借契約締結
（10/16まで）

資格審査期間
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８ 認定事業者一覧 

 

認定

番号 
認定事業者名 電話番号 所在地 

27-01 （有）大藤興産 029-262-4303  相金町１７番地５ 

27-02  大東建託（株）ひたちなか店 029-272-0981  東大島１丁目２４番８号 

27-03 
 常陸農業協同組合 

 ひたちなか不動産管理センター 
029-270-2131  大平１丁目２０番１号 

27-04  ベニヤ商事（株） 029-275-2211  勝田中央５番１５号 

27-05 （株）ハウジングエイト 029-270-3808  高場３丁目９番地２５ 

27-06  後藤商事（株） 029-273-5536  東石川２丁目１５番７号 

27-07  山田屋不動産 029-262-3658  東本町１１番６号 

27-08 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館 勝田営業所 
029-274-9111  勝田中央１０番７号 

27-10 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館ひたちなか田彦営業所 
029-353-5311  田彦９９９番地４３ 

27-11  香陵住販（株）ひたちなか店 029-354-1600  東石川２丁目１番１３号 

27-12  香陵住販（株）市毛店 029-354-8600  市毛８９５番地１ 

27-13  新栄不動産 029-273-3680  表町１３番３号 

27-14  岡田不動産（株） 029-262-2138  湊中央１丁目１０番１３号 

27-15  日本サンエイ（株） 029-273-8877  東石川３丁目１番１号 

27-16 （有）明豊 029-263-1688  南神敷台２番地２ 

28-01  佐和不動産 029-285-1192 高場１丁目３番地１２ 

30-01  （株）アイザック 029-297-2525 高場３丁目９番地１９ 

◆物件情報は認定事業者及び市住宅課で公開しています。 



【令和６年度随時募集用】 

家賃補助申込みのご案内 
 

●家賃補助制度（民間賃貸住宅の空き家を活用し，家賃の一部を補助する制度） 
の実施にあたり，入居者を募集します。 

●家賃補助を受けるには，家賃補助申込の入居基準を満たし，市の審査後に要件を満た

す民間賃貸住宅の空き家に入居することが条件となります。 

●補助資格決定通知書を受領する前に賃貸借契約を結んだ場合，その住宅は補助の対象

になりませんので，ご注意ください。 

 

■募集件数   ４件（令和６年１１月２８日時点） 

※資格審査に必要な書類をすべて揃えていただいた状態での受付と 

なります。受付は先着順で，定員になり次第締め切りとなります。 

■受付場所  ひたちなか市役所 企業合同庁舎２階 住宅課窓口 

 

 

 

目 次 

                                   ページ 

１．補助の対象となる民間賃貸住宅の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２．家賃の補助について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３．応募要件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １，２ 

４．収入月額の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，４ 

５．入居申込みに必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，６，７ 

６．入居申込み及び入居手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８，９ 

７．今後のスケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

８．認定事業者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 ひたちなか市 建設部 住宅課  
住  所 〒３１２－８５０１ ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 
電  話 ０２９－２７３－０１１１（内線 ６２１２，６２１３） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで ※土，日，祝日を除く 
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１  補助の対象となる民間賃貸住宅の概要                    

※物件情報は，認定事業者及び市住宅課で公開しています。 

（１）認定事業者が管理し，入居をあっせんする住宅。（１１ページに認定事業者の一覧を

掲載しています） 

（２）新耐震基準（昭和５６年）に適合した市内の民間賃貸住宅。 

（３）消防設備（共同住宅では，消火器・火災警報器，その他の住宅でも火災警報器）の 

設置があること。 

（４）家賃が月額５０，０００円以下。（管理費，共益費及び駐車場使用料を除く） 

（５）礼金は無く，敷金は家賃月額の２か月分が限度。 

 

２ 家賃の補助について                                    

（１）補 助 額 家賃月額の２分の１（上限２０，０００円，１，０００円未満は切捨。） 

（２）補助期間 家賃補助開始月から最長６０か月。 

（３）交付時期 年４回（１０，１，４，７月に前３か月分を交付。ただし，家賃及び市

税に滞納があるときは交付しません。） 

 

３ 応募要件                                        

 ※申込みができる方は，次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。 

（１） 市内に住所（過去に市内に住所を有していた方を含む）又は勤務場所があること。 

 

（２）現に同居している親族，又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある方，いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパート

ナーシップの宣誓をし，いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた

方又は婚約者を含む）がいること。 

ア 婚約者と同居する場合の申し込みにあたっては，入居前日までに入籍したこと 

が確認できること。 

イ 配偶者のいない単身者でも次の場合は申込みをすることができます。 

ａ ６０歳以上の方 

ｂ 身体障害者手帳の交付を受けている方（１級から４級） 

ｃ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（１級から３級） 

     ｄ 療育手帳の交付を受けている方（Ⓐ，Ａ，Ｂ） 

        ｅ 戦傷病者手帳の交付を受けている方（特別項症から第６項症及び第１款症） 

 ｆ 原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内） 

ｇ 生活保護受給者（住宅扶助を受けていないこと）又は中国残留邦人等に対す 

る支援給付を受けている方 

ｈ ハンセン病療養所入所者 

ｉ ＤＶ被害者で一定の要件を満たす方 

ウ 同居が不自然な場合は，申込みは認められません。 

（同居が不自然な例） 

・夫婦を分割して子供と入居しようとする場合 

 ・夫婦の他に両親や祖父母の一方のみと同居する場合（一方が介護施設に 

入所中で同居が困難と認められる場合等は除く）  

 



2 

（３）現在住宅に困っていることが明らかであること。 

（住宅に困っている例） 

・高い家賃を支払っている 

・自己の非によらない理由で立ち退きの要求を受けている 

・現在婚約中だが，住宅がないため世帯を分離している 

なお，持家のある方（申込者本人のほか，同居しようとする方が所有している場

合や，現在居住していない場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則

として申込みはできません。 

 

（４）市町村税を滞納していないこと。 

 

（５）収入基準にあてはまること。 

＜収入基準＞ ※収入月額の計算方式は次頁「４ 収入額の計算方法」をご覧下さい。 

世帯区分  収入月額  該当する世帯  

一般世帯  158,000 円以下 裁量世帯以外の世帯 

裁量世帯  214,000 円以下 

ア ６０歳以上，又は６０歳以上と１８歳未満の方のみの世帯  

イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯  

  身体障害者（１～４級）  

  精神障害者（１～２級）  

  知的障害者（Ⓐ，Ａ，Ｂ）  

  戦傷病者（特別項症～第６項症及び第１款症）  

  原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内）  

  ハンセン病療養所入所者  

ウ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方がいる世帯 

 

 

（６）申込名義人又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

（７）生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。 
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４ 収入額の計算方法                                

 

（１）収入月額の計算方法は，次のとおりです。 

収入月額＝{世帯の所得額（Ａ）－扶養親族控除額（Ｂ）－給与年金控除額（Ｃ）－特別控除額（Ｄ）}÷１２か月 

 

 

（２）世帯の所得額・・・・・（Ａ） 

ア 前年中に収入のあった方については，次により所得額を出して合算します。 

ａ 給与所得の場合 

       給与，賃金，賞与等給与に係る所得で，その額は支払金額から給与所得控

除と特定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金

額又は確定申告書の所得金額合計） 

ｂ 事業所得の場合 

農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業により

収入があった場合は確定申告書の所得金額合計 

ｃ 公的年金の収入は雑所得となります。 

イ 次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。 

      ａ 退職所得，譲渡所得等一時的な所得 

      ｂ 生活保護の各種扶助料，雇用保険及び労災保険の各種給付金 

      ｃ 遺族年金及び障害年金 

      ｄ 仕送りによる収入 

      ｅ 退職予定者の給与所得等 

ウ 年の中途で就職，転職した方の場合は，給与証明による１か月以上の満額支

給実績に基づき所得額を算定します。（１か月以上満額支給の実績がない場合，

満額支給見込み額に基づき算定します） 

 

（３）扶養親族控除額・・・・・（Ｂ） 

扶養親族控除の金額は，１人当たり３８０，０００円で，申込み者以外の同居予

定親族と別居中の扶養親族が対象となります。 

●扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込み者を除く）＋別居扶養親族数〕 

×３８０，０００円 

 

（４）給与年金控除額・・・・・（Ｃ） 

    給与年金控除の金額は，１人当たり１００，０００円（その者の給与所得の金額

と公的年金等の雑所得の金額の合計額が１００，０００円未満である場合には，

当該合計額）で，申込み者または同居予定親族のうち給与所得または公的年金等

に係る雑所得を有する者が対象となります。  
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（５）特別控除額・・・・・（Ｄ） 

種  別 控除対象者 控除額 

老人扶養親族控除 扶養親族で，かつ年齢が７０歳以上の方 
１人に付き１０万

円 

特定扶養親族控除 
扶養親族で，かつ年齢が１６歳以上２３歳

未満の方 

１人に付き２５万

円 

ひ と り 親 控 除 

婚姻をしていない方で次の３つの要件の 

全てにあてはまる方 

（１）事実上婚姻関係と同様の事情にある 

   と認められる一定の人がいないこと。 

（２）生計を一にする子（所得金額が４８ 

万円以下で他の扶養親族になってい

ない。）がいること。 

（３） 合計所得金額が５００万円以下で 

あること。 

３５万円（所得金額 

から給与年金控除 

額を控除した残額 

が３５万円に未満 

の時はその額） 

寡 婦 控 除 

（※ひとり親控除に 

該当する方を除く） 

 

夫と離婚後に婚姻をしておらず，子以外の

扶養親族がいる方で，合計所得金額が５０

０万以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

２７万円（所得金額 

から給与年金控除 

除した残額が２７ 

万円に未満の時は 

その額） 

夫と死別した後婚姻をしていない方，又は

夫の生死が明らかでない方で，合計所得が

５００万円以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（３級～６級）・精神障害

者保健福祉手帳（２級，３級）又は療育手

帳（Ｂ，Ｃ）を持っている方 

１人に付き２７万

円 

特 別 障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（１級，２級）・精神障害

者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳（Ⓐ

Ａ，）を持っている方 

１人に付き４０万

円 
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５ 入居申込みに必要な書類                             

 

（１）民間賃貸住宅家賃補助資格申請書兼入居申込書 

 

（２）世帯全員の住民票の写し・・・市町村から（市民課窓口） 

 ① 入居予定者全員の住民票の写し 

  ※世帯全員のもので，続柄等の記載があり，個人番号の記載がないもの 

 ② 同居している他の世帯全員の住民票の写し 

  ※「他の世帯と同居していること」を理由に申し込む場合に必要 

 

（３）所得等の証明書 

① 課税証明書・・・市町村から（市民税課窓口） 

   入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，１６歳以上の方全員分（所

得，年税額，控除，扶養人数等が記載されているもの）が必要です。ただし，１８

歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

   証明書を取得する市町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 
令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 
令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

② 申込み時期によって①と併せて提出していただく書類 

令和 6 年 5 月中 

□令和 5 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分所得税の申告書（写し） 

※事業所得者等 

令和 6 年 6 月から 12 月末日

まで 
□令和 6 年度課税証明書のみ 

令和 7 年 1 月から 3 月末日ま

で 

□令和 6 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等 

③ ①，②と併せて下表に該当する方に提出していただく書類 

令和 5 年 1 月 2 日以降に現在の職場

に就職又は転職をした方 

※正社員登用などにより固定給が変

更した場合も該当します。 

□給与証明書 

 ※満額 1 か月以上の実績があるもの 

 ※就職して 1 か月に満たない場合は，今後 

3 か月の見込み額を証明したもの 

 ※事業を開始した方は，収支内訳書等 

令和 5 年 1 月 2 日以降に年金を初受

給された方 

□各種年金証書等の年金額が確認できる書類の 

写し 

16 歳以上の学生の方（高校生以上） □学生証の写し又は在学証明書 
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（４）無職無収入を証明する書類 

無職無収入である 16 歳以上の方全員分が必要です。ただし，18 歳以下の就学者（高

校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

① 令和 6 年 5 月中に申込みをする場合 

退職日等 必要書類 

令和 5 年中の収入がなく 

現在も無職の方 

□令和 5 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 5 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分確定申告書（写し） 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➁ 令和 6 年 6 月から 12 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 5 年 1 月 1 日以前に 

退職し，現在も無職の方， 

又は勤務したことがない方 

なし 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知 

書の写し・・・社会保険事務所から 

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➂ 令和 7 年 1 月から 3 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 6 年中の収入がなく，

現在も無職の方 

□令和 6 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 6 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分確定申告書（写し） 

令和 6 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 
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（５）納税証明書（未納がないことの証明）・・・市町村から（市民税課窓口） 

原則として，書類を提出する月のうちに取得したものが有効です。 

入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，16 歳以上の方全員分が必要

です。ただし，18 歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方

は除きます。 

証明書を取得する市区町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 

令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 5 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 

令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 6 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

   ※別途追加で書類が必要な場合，詳細は住宅課までお問い合わせください。 

 

（６）勤務先証明書・・・勤務先から（発行後３か月以内のもの） 

 

（７）健康保険証（写し）又は共済組合員証（写し）・・・入居しようとする親族全員分 

・提出する写しには，保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して（番

号を隠してコピーして）ください。 

 

（８）申立書・・・公営住宅における暴力団排除に基づくもの 

 

（９）その他必要に応じて用意していただく書類 

ア 婚約証明書 

  ※入居日の前日までに入籍したことがわかる書類を提出してください。 

イ 身体障害者手帳（写し），精神障害者保健福祉手帳（写し），療育手帳（写し） 

ウ 戸籍謄本（単身者，１人親世帯，兄弟姉妹で申し込む場合） 

エ 賃貸借契約書（写し）（家賃が高いことを理由で申し込む場合） 

  ※契約期間，契約者，家賃等が分かるもので，更新を行っている場合は最新の 

ものを提出してください。 

オ 立ち退き証明書（立ち退き要求を受けていることを理由に申し込む場合） 

カ 単身入居申込者生活状況調査書（単身で申し込む場合） 

キ ＤＶ被害者であることの証明・・・裁判所の保護命令決定書（写し）又は婦人

相談所長等または市町村ＤＶ被害者支援担当課，民間団体（婦人保護事業委託

団体等）の証明書又は確認書 

）の証明書 

ク 戸籍の附票又は住民票の除票の写し（過去に市内に住所を有していた方が申し

込む場合） 

ケ いばらきパートナーシップ宣誓書受領証（写し）又はいばらきパートナーシッ

プ宣誓書受領カード（写し） 

コ その他，市が必要とする書類 
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６ 入居申込み及び入居の手続き                        

 

（１）入居申込 

①入居申込に必要な書類をすべて揃えている必要があります。 

②入居される方が住宅課に直接持参してください。申込みの内容に

ついてお尋ねすることがあり，不明な場合は受理できません。 

③申込みは先着順での受付となりますので，定員に達した場合，申

込みは受理できません。 

（２）資格審査 

※申込者が，申込

要件を満たして

いることの確認 

①申込みの際に提出いただいた書類をもとに審査を行い，申込要件

を満たしているかどうか確認します。 

②後日（１週間後程度），審査の結果をお電話でご連絡します。 

（３）入居承諾書の

取得・提出 

 

※入居を希望する

住宅が，補助の

要件を満たして

いることの確認 

①補助の対象となる民間賃貸住宅の中から，希望する住宅を選んで

ください。 

②希望する住宅を管理する認定事業者の所に行き，「民間賃貸住宅

入居承諾書」を取得し，市に提出してください。 

③市の審査後，「補助資格決定者」となり，市から「民間賃貸住宅

家賃補助資格決定通知書」及び「入居までのスケジュール」を送

付します。 

※資格決定通知書送付の日から３年間は市営住宅の申込みが出来

なくなります。 

※「民間賃貸住宅入居承諾書」の発行は，認定事業者の意思で行う

ものであり，その取得にあたっては，認定事業者からの資格審査

を受ける必要があります。 

（４）民間賃貸住宅 

契約・入居 

①市からの「民間賃貸住宅家賃補助資格決定通知書」を受け取った

後，賃貸借契約を締結してください。その後，契約に基づき入居

を行ってください。 

②補助開始月については，以下のとおりです。 

・賃貸借契約の開始日が月の初日の場合…契約開始月から 

・     〃    月の途中の場合…翌月から 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

（５）家賃補助金 

交付申請 

①賃貸借契約書の写しを添えて，「民間賃貸住宅家賃補助金交付申

請書」を提出してください。この申請書は，「民間賃貸住宅家賃

補助資格決定通知書」を送付する際に同封します。 

②審査後，「民間賃貸住宅家賃補助金交付・不交付決定通知書」を

送付します。 

③この申請は，家賃補助を受けている間は，毎年１回６月に提出し

ていただきます。来年度からは住民票と課税証明書を一緒に提出

していただき，所得要件の審査をします。審査の結果，所得制限

を超えている場合，向こう１年間の補助は受けられません。 

（６）家賃補助金 

交付請求 

①補助金の交付は，10，１，４，７月です。各交付月に，前３か月

分の家賃に対し補助金を交付します。 

②ただし，家賃・市税の滞納が無いことが条件であるため，請求の

都度，認定事業者から「家賃支払証明書」，市から「納税証明書

（未納がないことの証明書）」を取得し，「民間賃貸住宅家賃補助

金交付請求書」とともに提出してください。 

③提出期間は，各支払月の 1 日～10 日です。ただし，４月の請求

提出期限は前月の末日です。 

 

 

※民間賃貸住宅の契約については，必ず（３）③の「民間賃貸住宅家賃補助資格決定

通知書」を受け取ってから締結してください。通知書を受け取る前に契約を締結し

た場合，補助の対象外となります。 
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７ 今後のスケジュール                                

 

 

9月
日 月 火 水 木 金 土

8/27 28 29 30 31 9月1日 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

資格審査

結果連絡

17 18 19 20 21 22 23

入居承諾書

提出期限

24 25 26 27 28 29 30

資格決定通知書

送付予定日

10月
日 月 火 水 木 金 土

10月1日 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 29 30

交付決定通知書

入居承諾書提出期間

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格審査期間

交付申請書・賃貸借契約書

提出期限（10/16）

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格決定・不決定審査期間
賃貸借契約締結
（10/16まで）

資格審査期間
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８ 認定事業者一覧 

 

認定

番号 
認定事業者名 電話番号 所在地 

27-01 （有）大藤興産 029-262-4303  相金町１７番地５ 

27-02  大東建託（株）ひたちなか店 029-272-0981  東大島１丁目２４番８号 

27-03 
 常陸農業協同組合 

 ひたちなか不動産管理センター 
029-270-2131  大平１丁目２０番１号 

27-04  ベニヤ商事（株） 029-275-2211  勝田中央５番１５号 

27-05 （株）ハウジングエイト 029-270-3808  高場３丁目９番地２５ 

27-06  後藤商事（株） 029-273-5536  東石川２丁目１５番７号 

27-07  山田屋不動産 029-262-3658  東本町１１番６号 

27-08 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館 勝田営業所 
029-274-9111  勝田中央１０番７号 

27-10 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館ひたちなか田彦営業所 
029-353-5311  田彦９９９番地４３ 

27-11  香陵住販（株）ひたちなか店 029-354-1600  東石川２丁目１番１３号 

27-12  香陵住販（株）市毛店 029-354-8600  市毛８９５番地１ 

27-13  新栄不動産 029-273-3680  表町１３番３号 

27-14  岡田不動産（株） 029-262-2138  湊中央１丁目１０番１３号 

27-15  日本サンエイ（株） 029-273-8877  東石川３丁目１番１号 

27-16 （有）明豊 029-263-1688  南神敷台２番地２ 

28-01  佐和不動産 029-285-1192 高場１丁目３番地１２ 

30-01  （株）アイザック 029-297-2525 高場３丁目９番地１９ 

◆物件情報は認定事業者及び市住宅課で公開しています。 



【令和６年度随時募集用】 

家賃補助申込みのご案内 
 

●家賃補助制度（民間賃貸住宅の空き家を活用し，家賃の一部を補助する制度） 
の実施にあたり，入居者を募集します。 

●家賃補助を受けるには，家賃補助申込の入居基準を満たし，市の審査後に要件を満た

す民間賃貸住宅の空き家に入居することが条件となります。 

●補助資格決定通知書を受領する前に賃貸借契約を結んだ場合，その住宅は補助の対象

になりませんので，ご注意ください。 

 

■募集件数   ４件（令和６年１１月２８日時点） 

※資格審査に必要な書類をすべて揃えていただいた状態での受付と 

なります。受付は先着順で，定員になり次第締め切りとなります。 

■受付場所  ひたちなか市役所 企業合同庁舎２階 住宅課窓口 
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【問い合わせ先】 ひたちなか市 建設部 住宅課  
住  所 〒３１２－８５０１ ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 
電  話 ０２９－２７３－０１１１（内線 ６２１２，６２１３） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで ※土，日，祝日を除く 
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１  補助の対象となる民間賃貸住宅の概要                    

※物件情報は，認定事業者及び市住宅課で公開しています。 

（１）認定事業者が管理し，入居をあっせんする住宅。（１１ページに認定事業者の一覧を

掲載しています） 

（２）新耐震基準（昭和５６年）に適合した市内の民間賃貸住宅。 

（３）消防設備（共同住宅では，消火器・火災警報器，その他の住宅でも火災警報器）の 

設置があること。 

（４）家賃が月額５０，０００円以下。（管理費，共益費及び駐車場使用料を除く） 

（５）礼金は無く，敷金は家賃月額の２か月分が限度。 

 

２ 家賃の補助について                                    

（１）補 助 額 家賃月額の２分の１（上限２０，０００円，１，０００円未満は切捨。） 

（２）補助期間 家賃補助開始月から最長６０か月。 

（３）交付時期 年４回（１０，１，４，７月に前３か月分を交付。ただし，家賃及び市

税に滞納があるときは交付しません。） 

 

３ 応募要件                                        

 ※申込みができる方は，次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。 

（１） 市内に住所（過去に市内に住所を有していた方を含む）又は勤務場所があること。 

 

（２）現に同居している親族，又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある方，いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパート

ナーシップの宣誓をし，いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた

方又は婚約者を含む）がいること。 

ア 婚約者と同居する場合の申し込みにあたっては，入居前日までに入籍したこと 

が確認できること。 

イ 配偶者のいない単身者でも次の場合は申込みをすることができます。 

ａ ６０歳以上の方 

ｂ 身体障害者手帳の交付を受けている方（１級から４級） 

ｃ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（１級から３級） 

     ｄ 療育手帳の交付を受けている方（Ⓐ，Ａ，Ｂ） 

        ｅ 戦傷病者手帳の交付を受けている方（特別項症から第６項症及び第１款症） 

 ｆ 原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内） 

ｇ 生活保護受給者（住宅扶助を受けていないこと）又は中国残留邦人等に対す 

る支援給付を受けている方 

ｈ ハンセン病療養所入所者 

ｉ ＤＶ被害者で一定の要件を満たす方 

ウ 同居が不自然な場合は，申込みは認められません。 

（同居が不自然な例） 

・夫婦を分割して子供と入居しようとする場合 

 ・夫婦の他に両親や祖父母の一方のみと同居する場合（一方が介護施設に 

入所中で同居が困難と認められる場合等は除く）  
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（３）現在住宅に困っていることが明らかであること。 

（住宅に困っている例） 

・高い家賃を支払っている 

・自己の非によらない理由で立ち退きの要求を受けている 

・現在婚約中だが，住宅がないため世帯を分離している 

なお，持家のある方（申込者本人のほか，同居しようとする方が所有している場

合や，現在居住していない場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則

として申込みはできません。 

 

（４）市町村税を滞納していないこと。 

 

（５）収入基準にあてはまること。 

＜収入基準＞ ※収入月額の計算方式は次頁「４ 収入額の計算方法」をご覧下さい。 

世帯区分  収入月額  該当する世帯  

一般世帯  158,000 円以下 裁量世帯以外の世帯 

裁量世帯  214,000 円以下 

ア ６０歳以上，又は６０歳以上と１８歳未満の方のみの世帯  

イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯  

  身体障害者（１～４級）  

  精神障害者（１～２級）  

  知的障害者（Ⓐ，Ａ，Ｂ）  

  戦傷病者（特別項症～第６項症及び第１款症）  

  原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内）  

  ハンセン病療養所入所者  

ウ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方がいる世帯 

 

 

（６）申込名義人又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

（７）生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。 
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４ 収入額の計算方法                                

 

（１）収入月額の計算方法は，次のとおりです。 

収入月額＝{世帯の所得額（Ａ）－扶養親族控除額（Ｂ）－給与年金控除額（Ｃ）－特別控除額（Ｄ）}÷１２か月 

 

 

（２）世帯の所得額・・・・・（Ａ） 

ア 前年中に収入のあった方については，次により所得額を出して合算します。 

ａ 給与所得の場合 

       給与，賃金，賞与等給与に係る所得で，その額は支払金額から給与所得控

除と特定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金

額又は確定申告書の所得金額合計） 

ｂ 事業所得の場合 

農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業により

収入があった場合は確定申告書の所得金額合計 

ｃ 公的年金の収入は雑所得となります。 

イ 次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。 

      ａ 退職所得，譲渡所得等一時的な所得 

      ｂ 生活保護の各種扶助料，雇用保険及び労災保険の各種給付金 

      ｃ 遺族年金及び障害年金 

      ｄ 仕送りによる収入 

      ｅ 退職予定者の給与所得等 

ウ 年の中途で就職，転職した方の場合は，給与証明による１か月以上の満額支

給実績に基づき所得額を算定します。（１か月以上満額支給の実績がない場合，

満額支給見込み額に基づき算定します） 

 

（３）扶養親族控除額・・・・・（Ｂ） 

扶養親族控除の金額は，１人当たり３８０，０００円で，申込み者以外の同居予

定親族と別居中の扶養親族が対象となります。 

●扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込み者を除く）＋別居扶養親族数〕 

×３８０，０００円 

 

（４）給与年金控除額・・・・・（Ｃ） 

    給与年金控除の金額は，１人当たり１００，０００円（その者の給与所得の金額

と公的年金等の雑所得の金額の合計額が１００，０００円未満である場合には，

当該合計額）で，申込み者または同居予定親族のうち給与所得または公的年金等

に係る雑所得を有する者が対象となります。  
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（５）特別控除額・・・・・（Ｄ） 

種  別 控除対象者 控除額 

老人扶養親族控除 扶養親族で，かつ年齢が７０歳以上の方 
１人に付き１０万

円 

特定扶養親族控除 
扶養親族で，かつ年齢が１６歳以上２３歳

未満の方 

１人に付き２５万

円 

ひ と り 親 控 除 

婚姻をしていない方で次の３つの要件の 

全てにあてはまる方 

（１）事実上婚姻関係と同様の事情にある 

   と認められる一定の人がいないこと。 

（２）生計を一にする子（所得金額が４８ 

万円以下で他の扶養親族になってい

ない。）がいること。 

（３） 合計所得金額が５００万円以下で 

あること。 

３５万円（所得金額 

から給与年金控除 

額を控除した残額 

が３５万円に未満 

の時はその額） 

寡 婦 控 除 

（※ひとり親控除に 

該当する方を除く） 

 

夫と離婚後に婚姻をしておらず，子以外の

扶養親族がいる方で，合計所得金額が５０

０万以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

２７万円（所得金額 

から給与年金控除 

除した残額が２７ 

万円に未満の時は 

その額） 

夫と死別した後婚姻をしていない方，又は

夫の生死が明らかでない方で，合計所得が

５００万円以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（３級～６級）・精神障害

者保健福祉手帳（２級，３級）又は療育手

帳（Ｂ，Ｃ）を持っている方 

１人に付き２７万

円 

特 別 障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（１級，２級）・精神障害

者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳（Ⓐ

Ａ，）を持っている方 

１人に付き４０万

円 
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５ 入居申込みに必要な書類                             

 

（１）民間賃貸住宅家賃補助資格申請書兼入居申込書 

 

（２）世帯全員の住民票の写し・・・市町村から（市民課窓口） 

 ① 入居予定者全員の住民票の写し 

  ※世帯全員のもので，続柄等の記載があり，個人番号の記載がないもの 

 ② 同居している他の世帯全員の住民票の写し 

  ※「他の世帯と同居していること」を理由に申し込む場合に必要 

 

（３）所得等の証明書 

① 課税証明書・・・市町村から（市民税課窓口） 

   入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，１６歳以上の方全員分（所

得，年税額，控除，扶養人数等が記載されているもの）が必要です。ただし，１８

歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

   証明書を取得する市町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 
令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 
令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

② 申込み時期によって①と併せて提出していただく書類 

令和 6 年 5 月中 

□令和 5 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分所得税の申告書（写し） 

※事業所得者等 

令和 6 年 6 月から 12 月末日

まで 
□令和 6 年度課税証明書のみ 

令和 7 年 1 月から 3 月末日ま

で 

□令和 6 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等 

③ ①，②と併せて下表に該当する方に提出していただく書類 

令和 5 年 1 月 2 日以降に現在の職場

に就職又は転職をした方 

※正社員登用などにより固定給が変

更した場合も該当します。 

□給与証明書 

 ※満額 1 か月以上の実績があるもの 

 ※就職して 1 か月に満たない場合は，今後 

3 か月の見込み額を証明したもの 

 ※事業を開始した方は，収支内訳書等 

令和 5 年 1 月 2 日以降に年金を初受

給された方 

□各種年金証書等の年金額が確認できる書類の 

写し 

16 歳以上の学生の方（高校生以上） □学生証の写し又は在学証明書 
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（４）無職無収入を証明する書類 

無職無収入である 16 歳以上の方全員分が必要です。ただし，18 歳以下の就学者（高

校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

① 令和 6 年 5 月中に申込みをする場合 

退職日等 必要書類 

令和 5 年中の収入がなく 

現在も無職の方 

□令和 5 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 5 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分確定申告書（写し） 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➁ 令和 6 年 6 月から 12 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 5 年 1 月 1 日以前に 

退職し，現在も無職の方， 

又は勤務したことがない方 

なし 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知 

書の写し・・・社会保険事務所から 

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➂ 令和 7 年 1 月から 3 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 6 年中の収入がなく，

現在も無職の方 

□令和 6 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 6 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分確定申告書（写し） 

令和 6 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 
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（５）納税証明書（未納がないことの証明）・・・市町村から（市民税課窓口） 

原則として，書類を提出する月のうちに取得したものが有効です。 

入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，16 歳以上の方全員分が必要

です。ただし，18 歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方

は除きます。 

証明書を取得する市区町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 

令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 5 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 

令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 6 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

   ※別途追加で書類が必要な場合，詳細は住宅課までお問い合わせください。 

 

（６）勤務先証明書・・・勤務先から（発行後３か月以内のもの） 

 

（７）健康保険証（写し）又は共済組合員証（写し）・・・入居しようとする親族全員分 

・提出する写しには，保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して（番

号を隠してコピーして）ください。 

 

（８）申立書・・・公営住宅における暴力団排除に基づくもの 

 

（９）その他必要に応じて用意していただく書類 

ア 婚約証明書 

  ※入居日の前日までに入籍したことがわかる書類を提出してください。 

イ 身体障害者手帳（写し），精神障害者保健福祉手帳（写し），療育手帳（写し） 

ウ 戸籍謄本（単身者，１人親世帯，兄弟姉妹で申し込む場合） 

エ 賃貸借契約書（写し）（家賃が高いことを理由で申し込む場合） 

  ※契約期間，契約者，家賃等が分かるもので，更新を行っている場合は最新の 

ものを提出してください。 

オ 立ち退き証明書（立ち退き要求を受けていることを理由に申し込む場合） 

カ 単身入居申込者生活状況調査書（単身で申し込む場合） 

キ ＤＶ被害者であることの証明・・・裁判所の保護命令決定書（写し）又は婦人

相談所長等または市町村ＤＶ被害者支援担当課，民間団体（婦人保護事業委託

団体等）の証明書又は確認書 

）の証明書 

ク 戸籍の附票又は住民票の除票の写し（過去に市内に住所を有していた方が申し

込む場合） 

ケ いばらきパートナーシップ宣誓書受領証（写し）又はいばらきパートナーシッ

プ宣誓書受領カード（写し） 

コ その他，市が必要とする書類 
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６ 入居申込み及び入居の手続き                        

 

（１）入居申込 

①入居申込に必要な書類をすべて揃えている必要があります。 

②入居される方が住宅課に直接持参してください。申込みの内容に

ついてお尋ねすることがあり，不明な場合は受理できません。 

③申込みは先着順での受付となりますので，定員に達した場合，申

込みは受理できません。 

（２）資格審査 

※申込者が，申込

要件を満たして

いることの確認 

①申込みの際に提出いただいた書類をもとに審査を行い，申込要件

を満たしているかどうか確認します。 

②後日（１週間後程度），審査の結果をお電話でご連絡します。 

（３）入居承諾書の

取得・提出 

 

※入居を希望する

住宅が，補助の

要件を満たして

いることの確認 

①補助の対象となる民間賃貸住宅の中から，希望する住宅を選んで

ください。 

②希望する住宅を管理する認定事業者の所に行き，「民間賃貸住宅

入居承諾書」を取得し，市に提出してください。 

③市の審査後，「補助資格決定者」となり，市から「民間賃貸住宅

家賃補助資格決定通知書」及び「入居までのスケジュール」を送

付します。 

※資格決定通知書送付の日から３年間は市営住宅の申込みが出来

なくなります。 

※「民間賃貸住宅入居承諾書」の発行は，認定事業者の意思で行う

ものであり，その取得にあたっては，認定事業者からの資格審査

を受ける必要があります。 

（４）民間賃貸住宅 

契約・入居 

①市からの「民間賃貸住宅家賃補助資格決定通知書」を受け取った

後，賃貸借契約を締結してください。その後，契約に基づき入居

を行ってください。 

②補助開始月については，以下のとおりです。 

・賃貸借契約の開始日が月の初日の場合…契約開始月から 

・     〃    月の途中の場合…翌月から 
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（５）家賃補助金 

交付申請 

①賃貸借契約書の写しを添えて，「民間賃貸住宅家賃補助金交付申

請書」を提出してください。この申請書は，「民間賃貸住宅家賃

補助資格決定通知書」を送付する際に同封します。 

②審査後，「民間賃貸住宅家賃補助金交付・不交付決定通知書」を

送付します。 

③この申請は，家賃補助を受けている間は，毎年１回６月に提出し

ていただきます。来年度からは住民票と課税証明書を一緒に提出

していただき，所得要件の審査をします。審査の結果，所得制限

を超えている場合，向こう１年間の補助は受けられません。 

（６）家賃補助金 

交付請求 

①補助金の交付は，10，１，４，７月です。各交付月に，前３か月

分の家賃に対し補助金を交付します。 

②ただし，家賃・市税の滞納が無いことが条件であるため，請求の

都度，認定事業者から「家賃支払証明書」，市から「納税証明書

（未納がないことの証明書）」を取得し，「民間賃貸住宅家賃補助

金交付請求書」とともに提出してください。 

③提出期間は，各支払月の 1 日～10 日です。ただし，４月の請求

提出期限は前月の末日です。 

 

 

※民間賃貸住宅の契約については，必ず（３）③の「民間賃貸住宅家賃補助資格決定

通知書」を受け取ってから締結してください。通知書を受け取る前に契約を締結し

た場合，補助の対象外となります。 
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７ 今後のスケジュール                                

 

 

9月
日 月 火 水 木 金 土

8/27 28 29 30 31 9月1日 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

資格審査

結果連絡

17 18 19 20 21 22 23

入居承諾書

提出期限

24 25 26 27 28 29 30

資格決定通知書

送付予定日

10月
日 月 火 水 木 金 土

10月1日 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 29 30

交付決定通知書

入居承諾書提出期間

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格審査期間

交付申請書・賃貸借契約書

提出期限（10/16）

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格決定・不決定審査期間
賃貸借契約締結
（10/16まで）

資格審査期間
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８ 認定事業者一覧 

 

認定

番号 
認定事業者名 電話番号 所在地 

27-01 （有）大藤興産 029-262-4303  相金町１７番地５ 

27-02  大東建託（株）ひたちなか店 029-272-0981  東大島１丁目２４番８号 

27-03 
 常陸農業協同組合 

 ひたちなか不動産管理センター 
029-270-2131  大平１丁目２０番１号 

27-04  ベニヤ商事（株） 029-275-2211  勝田中央５番１５号 

27-05 （株）ハウジングエイト 029-270-3808  高場３丁目９番地２５ 

27-06  後藤商事（株） 029-273-5536  東石川２丁目１５番７号 

27-07  山田屋不動産 029-262-3658  東本町１１番６号 

27-08 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館 勝田営業所 
029-274-9111  勝田中央１０番７号 

27-10 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館ひたちなか田彦営業所 
029-353-5311  田彦９９９番地４３ 

27-11  香陵住販（株）ひたちなか店 029-354-1600  東石川２丁目１番１３号 

27-12  香陵住販（株）市毛店 029-354-8600  市毛８９５番地１ 

27-13  新栄不動産 029-273-3680  表町１３番３号 

27-14  岡田不動産（株） 029-262-2138  湊中央１丁目１０番１３号 

27-15  日本サンエイ（株） 029-273-8877  東石川３丁目１番１号 

27-16 （有）明豊 029-263-1688  南神敷台２番地２ 

28-01  佐和不動産 029-285-1192 高場１丁目３番地１２ 

30-01  （株）アイザック 029-297-2525 高場３丁目９番地１９ 

◆物件情報は認定事業者及び市住宅課で公開しています。 



【令和６年度随時募集用】 

家賃補助申込みのご案内 
 

●家賃補助制度（民間賃貸住宅の空き家を活用し，家賃の一部を補助する制度） 
の実施にあたり，入居者を募集します。 

●家賃補助を受けるには，家賃補助申込の入居基準を満たし，市の審査後に要件を満た

す民間賃貸住宅の空き家に入居することが条件となります。 

●補助資格決定通知書を受領する前に賃貸借契約を結んだ場合，その住宅は補助の対象

になりませんので，ご注意ください。 

 

■募集件数   ４件（令和６年１１月２８日時点） 

※資格審査に必要な書類をすべて揃えていただいた状態での受付と 

なります。受付は先着順で，定員になり次第締め切りとなります。 

■受付場所  ひたちなか市役所 企業合同庁舎２階 住宅課窓口 

 

 

 

目 次 

                                   ページ 

１．補助の対象となる民間賃貸住宅の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２．家賃の補助について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３．応募要件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １，２ 

４．収入月額の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，４ 

５．入居申込みに必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，６，７ 

６．入居申込み及び入居手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８，９ 

７．今後のスケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

８．認定事業者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 ひたちなか市 建設部 住宅課  
住  所 〒３１２－８５０１ ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 
電  話 ０２９－２７３－０１１１（内線 ６２１２，６２１３） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで ※土，日，祝日を除く 
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１  補助の対象となる民間賃貸住宅の概要                    

※物件情報は，認定事業者及び市住宅課で公開しています。 

（１）認定事業者が管理し，入居をあっせんする住宅。（１１ページに認定事業者の一覧を

掲載しています） 

（２）新耐震基準（昭和５６年）に適合した市内の民間賃貸住宅。 

（３）消防設備（共同住宅では，消火器・火災警報器，その他の住宅でも火災警報器）の 

設置があること。 

（４）家賃が月額５０，０００円以下。（管理費，共益費及び駐車場使用料を除く） 

（５）礼金は無く，敷金は家賃月額の２か月分が限度。 

 

２ 家賃の補助について                                    

（１）補 助 額 家賃月額の２分の１（上限２０，０００円，１，０００円未満は切捨。） 

（２）補助期間 家賃補助開始月から最長６０か月。 

（３）交付時期 年４回（１０，１，４，７月に前３か月分を交付。ただし，家賃及び市

税に滞納があるときは交付しません。） 

 

３ 応募要件                                        

 ※申込みができる方は，次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。 

（１） 市内に住所（過去に市内に住所を有していた方を含む）又は勤務場所があること。 

 

（２）現に同居している親族，又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある方，いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパート

ナーシップの宣誓をし，いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた

方又は婚約者を含む）がいること。 

ア 婚約者と同居する場合の申し込みにあたっては，入居前日までに入籍したこと 

が確認できること。 

イ 配偶者のいない単身者でも次の場合は申込みをすることができます。 

ａ ６０歳以上の方 

ｂ 身体障害者手帳の交付を受けている方（１級から４級） 

ｃ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（１級から３級） 

     ｄ 療育手帳の交付を受けている方（Ⓐ，Ａ，Ｂ） 

        ｅ 戦傷病者手帳の交付を受けている方（特別項症から第６項症及び第１款症） 

 ｆ 原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内） 

ｇ 生活保護受給者（住宅扶助を受けていないこと）又は中国残留邦人等に対す 

る支援給付を受けている方 

ｈ ハンセン病療養所入所者 

ｉ ＤＶ被害者で一定の要件を満たす方 

ウ 同居が不自然な場合は，申込みは認められません。 

（同居が不自然な例） 

・夫婦を分割して子供と入居しようとする場合 

 ・夫婦の他に両親や祖父母の一方のみと同居する場合（一方が介護施設に 

入所中で同居が困難と認められる場合等は除く）  
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（３）現在住宅に困っていることが明らかであること。 

（住宅に困っている例） 

・高い家賃を支払っている 

・自己の非によらない理由で立ち退きの要求を受けている 

・現在婚約中だが，住宅がないため世帯を分離している 

なお，持家のある方（申込者本人のほか，同居しようとする方が所有している場

合や，現在居住していない場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則

として申込みはできません。 

 

（４）市町村税を滞納していないこと。 

 

（５）収入基準にあてはまること。 

＜収入基準＞ ※収入月額の計算方式は次頁「４ 収入額の計算方法」をご覧下さい。 

世帯区分  収入月額  該当する世帯  

一般世帯  158,000 円以下 裁量世帯以外の世帯 

裁量世帯  214,000 円以下 

ア ６０歳以上，又は６０歳以上と１８歳未満の方のみの世帯  

イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯  

  身体障害者（１～４級）  

  精神障害者（１～２級）  

  知的障害者（Ⓐ，Ａ，Ｂ）  

  戦傷病者（特別項症～第６項症及び第１款症）  

  原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内）  

  ハンセン病療養所入所者  

ウ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方がいる世帯 

 

 

（６）申込名義人又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

（７）生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。 
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４ 収入額の計算方法                                

 

（１）収入月額の計算方法は，次のとおりです。 

収入月額＝{世帯の所得額（Ａ）－扶養親族控除額（Ｂ）－給与年金控除額（Ｃ）－特別控除額（Ｄ）}÷１２か月 

 

 

（２）世帯の所得額・・・・・（Ａ） 

ア 前年中に収入のあった方については，次により所得額を出して合算します。 

ａ 給与所得の場合 

       給与，賃金，賞与等給与に係る所得で，その額は支払金額から給与所得控

除と特定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金

額又は確定申告書の所得金額合計） 

ｂ 事業所得の場合 

農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業により

収入があった場合は確定申告書の所得金額合計 

ｃ 公的年金の収入は雑所得となります。 

イ 次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。 

      ａ 退職所得，譲渡所得等一時的な所得 

      ｂ 生活保護の各種扶助料，雇用保険及び労災保険の各種給付金 

      ｃ 遺族年金及び障害年金 

      ｄ 仕送りによる収入 

      ｅ 退職予定者の給与所得等 

ウ 年の中途で就職，転職した方の場合は，給与証明による１か月以上の満額支

給実績に基づき所得額を算定します。（１か月以上満額支給の実績がない場合，

満額支給見込み額に基づき算定します） 

 

（３）扶養親族控除額・・・・・（Ｂ） 

扶養親族控除の金額は，１人当たり３８０，０００円で，申込み者以外の同居予

定親族と別居中の扶養親族が対象となります。 

●扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込み者を除く）＋別居扶養親族数〕 

×３８０，０００円 

 

（４）給与年金控除額・・・・・（Ｃ） 

    給与年金控除の金額は，１人当たり１００，０００円（その者の給与所得の金額

と公的年金等の雑所得の金額の合計額が１００，０００円未満である場合には，

当該合計額）で，申込み者または同居予定親族のうち給与所得または公的年金等

に係る雑所得を有する者が対象となります。  
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（５）特別控除額・・・・・（Ｄ） 

種  別 控除対象者 控除額 

老人扶養親族控除 扶養親族で，かつ年齢が７０歳以上の方 
１人に付き１０万

円 

特定扶養親族控除 
扶養親族で，かつ年齢が１６歳以上２３歳

未満の方 

１人に付き２５万

円 

ひ と り 親 控 除 

婚姻をしていない方で次の３つの要件の 

全てにあてはまる方 

（１）事実上婚姻関係と同様の事情にある 

   と認められる一定の人がいないこと。 

（２）生計を一にする子（所得金額が４８ 

万円以下で他の扶養親族になってい

ない。）がいること。 

（３） 合計所得金額が５００万円以下で 

あること。 

３５万円（所得金額 

から給与年金控除 

額を控除した残額 

が３５万円に未満 

の時はその額） 

寡 婦 控 除 

（※ひとり親控除に 

該当する方を除く） 

 

夫と離婚後に婚姻をしておらず，子以外の

扶養親族がいる方で，合計所得金額が５０

０万以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

２７万円（所得金額 

から給与年金控除 

除した残額が２７ 

万円に未満の時は 

その額） 

夫と死別した後婚姻をしていない方，又は

夫の生死が明らかでない方で，合計所得が

５００万円以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（３級～６級）・精神障害

者保健福祉手帳（２級，３級）又は療育手

帳（Ｂ，Ｃ）を持っている方 

１人に付き２７万

円 

特 別 障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（１級，２級）・精神障害

者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳（Ⓐ

Ａ，）を持っている方 

１人に付き４０万

円 
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５ 入居申込みに必要な書類                             

 

（１）民間賃貸住宅家賃補助資格申請書兼入居申込書 

 

（２）世帯全員の住民票の写し・・・市町村から（市民課窓口） 

 ① 入居予定者全員の住民票の写し 

  ※世帯全員のもので，続柄等の記載があり，個人番号の記載がないもの 

 ② 同居している他の世帯全員の住民票の写し 

  ※「他の世帯と同居していること」を理由に申し込む場合に必要 

 

（３）所得等の証明書 

① 課税証明書・・・市町村から（市民税課窓口） 

   入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，１６歳以上の方全員分（所

得，年税額，控除，扶養人数等が記載されているもの）が必要です。ただし，１８

歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

   証明書を取得する市町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 
令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 
令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

② 申込み時期によって①と併せて提出していただく書類 

令和 6 年 5 月中 

□令和 5 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分所得税の申告書（写し） 

※事業所得者等 

令和 6 年 6 月から 12 月末日

まで 
□令和 6 年度課税証明書のみ 

令和 7 年 1 月から 3 月末日ま

で 

□令和 6 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等 

③ ①，②と併せて下表に該当する方に提出していただく書類 

令和 5 年 1 月 2 日以降に現在の職場

に就職又は転職をした方 

※正社員登用などにより固定給が変

更した場合も該当します。 

□給与証明書 

 ※満額 1 か月以上の実績があるもの 

 ※就職して 1 か月に満たない場合は，今後 

3 か月の見込み額を証明したもの 

 ※事業を開始した方は，収支内訳書等 

令和 5 年 1 月 2 日以降に年金を初受

給された方 

□各種年金証書等の年金額が確認できる書類の 

写し 

16 歳以上の学生の方（高校生以上） □学生証の写し又は在学証明書 
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（４）無職無収入を証明する書類 

無職無収入である 16 歳以上の方全員分が必要です。ただし，18 歳以下の就学者（高

校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

① 令和 6 年 5 月中に申込みをする場合 

退職日等 必要書類 

令和 5 年中の収入がなく 

現在も無職の方 

□令和 5 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 5 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分確定申告書（写し） 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➁ 令和 6 年 6 月から 12 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 5 年 1 月 1 日以前に 

退職し，現在も無職の方， 

又は勤務したことがない方 

なし 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知 

書の写し・・・社会保険事務所から 

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➂ 令和 7 年 1 月から 3 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 6 年中の収入がなく，

現在も無職の方 

□令和 6 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 6 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分確定申告書（写し） 

令和 6 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 
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（５）納税証明書（未納がないことの証明）・・・市町村から（市民税課窓口） 

原則として，書類を提出する月のうちに取得したものが有効です。 

入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，16 歳以上の方全員分が必要

です。ただし，18 歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方

は除きます。 

証明書を取得する市区町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 

令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 5 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 

令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 6 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

   ※別途追加で書類が必要な場合，詳細は住宅課までお問い合わせください。 

 

（６）勤務先証明書・・・勤務先から（発行後３か月以内のもの） 

 

（７）健康保険証（写し）又は共済組合員証（写し）・・・入居しようとする親族全員分 

・提出する写しには，保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して（番

号を隠してコピーして）ください。 

 

（８）申立書・・・公営住宅における暴力団排除に基づくもの 

 

（９）その他必要に応じて用意していただく書類 

ア 婚約証明書 

  ※入居日の前日までに入籍したことがわかる書類を提出してください。 

イ 身体障害者手帳（写し），精神障害者保健福祉手帳（写し），療育手帳（写し） 

ウ 戸籍謄本（単身者，１人親世帯，兄弟姉妹で申し込む場合） 

エ 賃貸借契約書（写し）（家賃が高いことを理由で申し込む場合） 

  ※契約期間，契約者，家賃等が分かるもので，更新を行っている場合は最新の 

ものを提出してください。 

オ 立ち退き証明書（立ち退き要求を受けていることを理由に申し込む場合） 

カ 単身入居申込者生活状況調査書（単身で申し込む場合） 

キ ＤＶ被害者であることの証明・・・裁判所の保護命令決定書（写し）又は婦人

相談所長等または市町村ＤＶ被害者支援担当課，民間団体（婦人保護事業委託

団体等）の証明書又は確認書 

）の証明書 

ク 戸籍の附票又は住民票の除票の写し（過去に市内に住所を有していた方が申し

込む場合） 

ケ いばらきパートナーシップ宣誓書受領証（写し）又はいばらきパートナーシッ

プ宣誓書受領カード（写し） 

コ その他，市が必要とする書類 
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６ 入居申込み及び入居の手続き                        

 

（１）入居申込 

①入居申込に必要な書類をすべて揃えている必要があります。 

②入居される方が住宅課に直接持参してください。申込みの内容に

ついてお尋ねすることがあり，不明な場合は受理できません。 

③申込みは先着順での受付となりますので，定員に達した場合，申

込みは受理できません。 

（２）資格審査 

※申込者が，申込

要件を満たして

いることの確認 

①申込みの際に提出いただいた書類をもとに審査を行い，申込要件

を満たしているかどうか確認します。 

②後日（１週間後程度），審査の結果をお電話でご連絡します。 

（３）入居承諾書の

取得・提出 

 

※入居を希望する

住宅が，補助の

要件を満たして

いることの確認 

①補助の対象となる民間賃貸住宅の中から，希望する住宅を選んで

ください。 

②希望する住宅を管理する認定事業者の所に行き，「民間賃貸住宅

入居承諾書」を取得し，市に提出してください。 

③市の審査後，「補助資格決定者」となり，市から「民間賃貸住宅

家賃補助資格決定通知書」及び「入居までのスケジュール」を送

付します。 

※資格決定通知書送付の日から３年間は市営住宅の申込みが出来

なくなります。 

※「民間賃貸住宅入居承諾書」の発行は，認定事業者の意思で行う

ものであり，その取得にあたっては，認定事業者からの資格審査

を受ける必要があります。 

（４）民間賃貸住宅 

契約・入居 

①市からの「民間賃貸住宅家賃補助資格決定通知書」を受け取った

後，賃貸借契約を締結してください。その後，契約に基づき入居

を行ってください。 

②補助開始月については，以下のとおりです。 

・賃貸借契約の開始日が月の初日の場合…契約開始月から 

・     〃    月の途中の場合…翌月から 
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（５）家賃補助金 

交付申請 

①賃貸借契約書の写しを添えて，「民間賃貸住宅家賃補助金交付申

請書」を提出してください。この申請書は，「民間賃貸住宅家賃

補助資格決定通知書」を送付する際に同封します。 

②審査後，「民間賃貸住宅家賃補助金交付・不交付決定通知書」を

送付します。 

③この申請は，家賃補助を受けている間は，毎年１回６月に提出し

ていただきます。来年度からは住民票と課税証明書を一緒に提出

していただき，所得要件の審査をします。審査の結果，所得制限

を超えている場合，向こう１年間の補助は受けられません。 

（６）家賃補助金 

交付請求 

①補助金の交付は，10，１，４，７月です。各交付月に，前３か月

分の家賃に対し補助金を交付します。 

②ただし，家賃・市税の滞納が無いことが条件であるため，請求の

都度，認定事業者から「家賃支払証明書」，市から「納税証明書

（未納がないことの証明書）」を取得し，「民間賃貸住宅家賃補助

金交付請求書」とともに提出してください。 

③提出期間は，各支払月の 1 日～10 日です。ただし，４月の請求

提出期限は前月の末日です。 

 

 

※民間賃貸住宅の契約については，必ず（３）③の「民間賃貸住宅家賃補助資格決定

通知書」を受け取ってから締結してください。通知書を受け取る前に契約を締結し

た場合，補助の対象外となります。 
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７ 今後のスケジュール                                

 

 

9月
日 月 火 水 木 金 土

8/27 28 29 30 31 9月1日 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

資格審査

結果連絡

17 18 19 20 21 22 23

入居承諾書

提出期限

24 25 26 27 28 29 30

資格決定通知書

送付予定日

10月
日 月 火 水 木 金 土

10月1日 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 29 30

交付決定通知書

入居承諾書提出期間

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格審査期間

交付申請書・賃貸借契約書

提出期限（10/16）

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格決定・不決定審査期間
賃貸借契約締結
（10/16まで）

資格審査期間
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８ 認定事業者一覧 

 

認定

番号 
認定事業者名 電話番号 所在地 

27-01 （有）大藤興産 029-262-4303  相金町１７番地５ 

27-02  大東建託（株）ひたちなか店 029-272-0981  東大島１丁目２４番８号 

27-03 
 常陸農業協同組合 

 ひたちなか不動産管理センター 
029-270-2131  大平１丁目２０番１号 

27-04  ベニヤ商事（株） 029-275-2211  勝田中央５番１５号 

27-05 （株）ハウジングエイト 029-270-3808  高場３丁目９番地２５ 

27-06  後藤商事（株） 029-273-5536  東石川２丁目１５番７号 

27-07  山田屋不動産 029-262-3658  東本町１１番６号 

27-08 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館 勝田営業所 
029-274-9111  勝田中央１０番７号 

27-10 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館ひたちなか田彦営業所 
029-353-5311  田彦９９９番地４３ 

27-11  香陵住販（株）ひたちなか店 029-354-1600  東石川２丁目１番１３号 

27-12  香陵住販（株）市毛店 029-354-8600  市毛８９５番地１ 

27-13  新栄不動産 029-273-3680  表町１３番３号 

27-14  岡田不動産（株） 029-262-2138  湊中央１丁目１０番１３号 

27-15  日本サンエイ（株） 029-273-8877  東石川３丁目１番１号 

27-16 （有）明豊 029-263-1688  南神敷台２番地２ 

28-01  佐和不動産 029-285-1192 高場１丁目３番地１２ 

30-01  （株）アイザック 029-297-2525 高場３丁目９番地１９ 

◆物件情報は認定事業者及び市住宅課で公開しています。 



【令和６年度随時募集用】 

家賃補助申込みのご案内 
 

●家賃補助制度（民間賃貸住宅の空き家を活用し，家賃の一部を補助する制度） 
の実施にあたり，入居者を募集します。 

●家賃補助を受けるには，家賃補助申込の入居基準を満たし，市の審査後に要件を満た

す民間賃貸住宅の空き家に入居することが条件となります。 

●補助資格決定通知書を受領する前に賃貸借契約を結んだ場合，その住宅は補助の対象

になりませんので，ご注意ください。 

 

■募集件数   ４件（令和６年１１月２８日時点） 

※資格審査に必要な書類をすべて揃えていただいた状態での受付と 

なります。受付は先着順で，定員になり次第締め切りとなります。 

■受付場所  ひたちなか市役所 企業合同庁舎２階 住宅課窓口 

 

 

 

目 次 

                                   ページ 
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【問い合わせ先】 ひたちなか市 建設部 住宅課  
住  所 〒３１２－８５０１ ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 
電  話 ０２９－２７３－０１１１（内線 ６２１２，６２１３） 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで ※土，日，祝日を除く 
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１  補助の対象となる民間賃貸住宅の概要                    

※物件情報は，認定事業者及び市住宅課で公開しています。 

（１）認定事業者が管理し，入居をあっせんする住宅。（１１ページに認定事業者の一覧を

掲載しています） 

（２）新耐震基準（昭和５６年）に適合した市内の民間賃貸住宅。 

（３）消防設備（共同住宅では，消火器・火災警報器，その他の住宅でも火災警報器）の 

設置があること。 

（４）家賃が月額５０，０００円以下。（管理費，共益費及び駐車場使用料を除く） 

（５）礼金は無く，敷金は家賃月額の２か月分が限度。 

 

２ 家賃の補助について                                    

（１）補 助 額 家賃月額の２分の１（上限２０，０００円，１，０００円未満は切捨。） 

（２）補助期間 家賃補助開始月から最長６０か月。 

（３）交付時期 年４回（１０，１，４，７月に前３か月分を交付。ただし，家賃及び市

税に滞納があるときは交付しません。） 

 

３ 応募要件                                        

 ※申込みができる方は，次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。 

（１） 市内に住所（過去に市内に住所を有していた方を含む）又は勤務場所があること。 

 

（２）現に同居している親族，又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある方，いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパート

ナーシップの宣誓をし，いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた

方又は婚約者を含む）がいること。 

ア 婚約者と同居する場合の申し込みにあたっては，入居前日までに入籍したこと 

が確認できること。 

イ 配偶者のいない単身者でも次の場合は申込みをすることができます。 

ａ ６０歳以上の方 

ｂ 身体障害者手帳の交付を受けている方（１級から４級） 

ｃ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（１級から３級） 

     ｄ 療育手帳の交付を受けている方（Ⓐ，Ａ，Ｂ） 

        ｅ 戦傷病者手帳の交付を受けている方（特別項症から第６項症及び第１款症） 

 ｆ 原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内） 

ｇ 生活保護受給者（住宅扶助を受けていないこと）又は中国残留邦人等に対す 

る支援給付を受けている方 

ｈ ハンセン病療養所入所者 

ｉ ＤＶ被害者で一定の要件を満たす方 

ウ 同居が不自然な場合は，申込みは認められません。 

（同居が不自然な例） 

・夫婦を分割して子供と入居しようとする場合 

 ・夫婦の他に両親や祖父母の一方のみと同居する場合（一方が介護施設に 

入所中で同居が困難と認められる場合等は除く）  
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（３）現在住宅に困っていることが明らかであること。 

（住宅に困っている例） 

・高い家賃を支払っている 

・自己の非によらない理由で立ち退きの要求を受けている 

・現在婚約中だが，住宅がないため世帯を分離している 

なお，持家のある方（申込者本人のほか，同居しようとする方が所有している場

合や，現在居住していない場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則

として申込みはできません。 

 

（４）市町村税を滞納していないこと。 

 

（５）収入基準にあてはまること。 

＜収入基準＞ ※収入月額の計算方式は次頁「４ 収入額の計算方法」をご覧下さい。 

世帯区分  収入月額  該当する世帯  

一般世帯  158,000 円以下 裁量世帯以外の世帯 

裁量世帯  214,000 円以下 

ア ６０歳以上，又は６０歳以上と１８歳未満の方のみの世帯  

イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯  

  身体障害者（１～４級）  

  精神障害者（１～２級）  

  知的障害者（Ⓐ，Ａ，Ｂ）  

  戦傷病者（特別項症～第６項症及び第１款症）  

  原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内）  

  ハンセン病療養所入所者  

ウ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方がいる世帯 

 

 

（６）申込名義人又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

（７）生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。 
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４ 収入額の計算方法                                

 

（１）収入月額の計算方法は，次のとおりです。 

収入月額＝{世帯の所得額（Ａ）－扶養親族控除額（Ｂ）－給与年金控除額（Ｃ）－特別控除額（Ｄ）}÷１２か月 

 

 

（２）世帯の所得額・・・・・（Ａ） 

ア 前年中に収入のあった方については，次により所得額を出して合算します。 

ａ 給与所得の場合 

       給与，賃金，賞与等給与に係る所得で，その額は支払金額から給与所得控

除と特定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金

額又は確定申告書の所得金額合計） 

ｂ 事業所得の場合 

農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業により

収入があった場合は確定申告書の所得金額合計 

ｃ 公的年金の収入は雑所得となります。 

イ 次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。 

      ａ 退職所得，譲渡所得等一時的な所得 

      ｂ 生活保護の各種扶助料，雇用保険及び労災保険の各種給付金 

      ｃ 遺族年金及び障害年金 

      ｄ 仕送りによる収入 

      ｅ 退職予定者の給与所得等 

ウ 年の中途で就職，転職した方の場合は，給与証明による１か月以上の満額支

給実績に基づき所得額を算定します。（１か月以上満額支給の実績がない場合，

満額支給見込み額に基づき算定します） 

 

（３）扶養親族控除額・・・・・（Ｂ） 

扶養親族控除の金額は，１人当たり３８０，０００円で，申込み者以外の同居予

定親族と別居中の扶養親族が対象となります。 

●扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込み者を除く）＋別居扶養親族数〕 

×３８０，０００円 

 

（４）給与年金控除額・・・・・（Ｃ） 

    給与年金控除の金額は，１人当たり１００，０００円（その者の給与所得の金額

と公的年金等の雑所得の金額の合計額が１００，０００円未満である場合には，

当該合計額）で，申込み者または同居予定親族のうち給与所得または公的年金等

に係る雑所得を有する者が対象となります。  
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（５）特別控除額・・・・・（Ｄ） 

種  別 控除対象者 控除額 

老人扶養親族控除 扶養親族で，かつ年齢が７０歳以上の方 
１人に付き１０万

円 

特定扶養親族控除 
扶養親族で，かつ年齢が１６歳以上２３歳

未満の方 

１人に付き２５万

円 

ひ と り 親 控 除 

婚姻をしていない方で次の３つの要件の 

全てにあてはまる方 

（１）事実上婚姻関係と同様の事情にある 

   と認められる一定の人がいないこと。 

（２）生計を一にする子（所得金額が４８ 

万円以下で他の扶養親族になってい

ない。）がいること。 

（３） 合計所得金額が５００万円以下で 

あること。 

３５万円（所得金額 

から給与年金控除 

額を控除した残額 

が３５万円に未満 

の時はその額） 

寡 婦 控 除 

（※ひとり親控除に 

該当する方を除く） 

 

夫と離婚後に婚姻をしておらず，子以外の

扶養親族がいる方で，合計所得金額が５０

０万以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

２７万円（所得金額 

から給与年金控除 

除した残額が２７ 

万円に未満の時は 

その額） 

夫と死別した後婚姻をしていない方，又は

夫の生死が明らかでない方で，合計所得が

５００万円以下の方 

（※事実上婚姻関係と同様の事情にある

と認められる一定の人がいる場合を除く） 

障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（３級～６級）・精神障害

者保健福祉手帳（２級，３級）又は療育手

帳（Ｂ，Ｃ）を持っている方 

１人に付き２７万

円 

特 別 障 害 者 控 除 

身体障害者手帳（１級，２級）・精神障害

者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳（Ⓐ

Ａ，）を持っている方 

１人に付き４０万

円 
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５ 入居申込みに必要な書類                             

 

（１）民間賃貸住宅家賃補助資格申請書兼入居申込書 

 

（２）世帯全員の住民票の写し・・・市町村から（市民課窓口） 

 ① 入居予定者全員の住民票の写し 

  ※世帯全員のもので，続柄等の記載があり，個人番号の記載がないもの 

 ② 同居している他の世帯全員の住民票の写し 

  ※「他の世帯と同居していること」を理由に申し込む場合に必要 

 

（３）所得等の証明書 

① 課税証明書・・・市町村から（市民税課窓口） 

   入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，１６歳以上の方全員分（所

得，年税額，控除，扶養人数等が記載されているもの）が必要です。ただし，１８

歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

   証明書を取得する市町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 
令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 
令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

② 申込み時期によって①と併せて提出していただく書類 

令和 6 年 5 月中 

□令和 5 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分所得税の申告書（写し） 

※事業所得者等 

令和 6 年 6 月から 12 月末日

まで 
□令和 6 年度課税証明書のみ 

令和 7 年 1 月から 3 月末日ま

で 

□令和 6 年分給与所得の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分公的年金の源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等 

③ ①，②と併せて下表に該当する方に提出していただく書類 

令和 5 年 1 月 2 日以降に現在の職場

に就職又は転職をした方 

※正社員登用などにより固定給が変

更した場合も該当します。 

□給与証明書 

 ※満額 1 か月以上の実績があるもの 

 ※就職して 1 か月に満たない場合は，今後 

3 か月の見込み額を証明したもの 

 ※事業を開始した方は，収支内訳書等 

令和 5 年 1 月 2 日以降に年金を初受

給された方 

□各種年金証書等の年金額が確認できる書類の 

写し 

16 歳以上の学生の方（高校生以上） □学生証の写し又は在学証明書 
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（４）無職無収入を証明する書類 

無職無収入である 16 歳以上の方全員分が必要です。ただし，18 歳以下の就学者（高

校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。 

① 令和 6 年 5 月中に申込みをする場合 

退職日等 必要書類 

令和 5 年中の収入がなく 

現在も無職の方 

□令和 5 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 5 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 5 年分確定申告書（写し） 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➁ 令和 6 年 6 月から 12 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 5 年 1 月 1 日以前に 

退職し，現在も無職の方， 

又は勤務したことがない方 

なし 

令和 5 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知 

書の写し・・・社会保険事務所から 

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 

➂ 令和 7 年 1 月から 3 月末日までの間に申込みをする場合 

令和 6 年中の収入がなく，

現在も無職の方 

□令和 6 年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告） 

※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類で

も受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏

名の記載があるものを提出して下さい。 

□令和 6 年分源泉徴収票（写し） 

□令和 6 年分確定申告書（写し） 

令和 6 年 1 月 2 日以降に 

退職し，現在も無職の方 

□雇用保険被保険者離職票・・・公共職業安定所から 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の

写し・・・社会保険事務所から  

□退職（予定）証明書・・・勤務先から 

※退職予定の場合は，入居日の前日までに退職証明書を提

出して下さい。 
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（５）納税証明書（未納がないことの証明）・・・市町村から（市民税課窓口） 

原則として，書類を提出する月のうちに取得したものが有効です。 

入居しようとする方のうち，課税の有無にかかわらず，16 歳以上の方全員分が必要

です。ただし，18 歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方

は除きます。 

証明書を取得する市区町村については，下表のとおりです。 

令和 6 年 5 月中に申し込む場合 

令和 5 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 5 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

令和 6 年 6 月以降に申し込む場合 

令和 6 年 1 月 1 日時点で住民票のあった 

市区町村で取得してください。  

※令和 6 年 1 月 2 日以降に別の市区町村へ転出さ

れている場合，別途追加で書類が必要。 

   ※別途追加で書類が必要な場合，詳細は住宅課までお問い合わせください。 

 

（６）勤務先証明書・・・勤務先から（発行後３か月以内のもの） 

 

（７）健康保険証（写し）又は共済組合員証（写し）・・・入居しようとする親族全員分 

・提出する写しには，保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して（番

号を隠してコピーして）ください。 

 

（８）申立書・・・公営住宅における暴力団排除に基づくもの 

 

（９）その他必要に応じて用意していただく書類 

ア 婚約証明書 

  ※入居日の前日までに入籍したことがわかる書類を提出してください。 

イ 身体障害者手帳（写し），精神障害者保健福祉手帳（写し），療育手帳（写し） 

ウ 戸籍謄本（単身者，１人親世帯，兄弟姉妹で申し込む場合） 

エ 賃貸借契約書（写し）（家賃が高いことを理由で申し込む場合） 

  ※契約期間，契約者，家賃等が分かるもので，更新を行っている場合は最新の 

ものを提出してください。 

オ 立ち退き証明書（立ち退き要求を受けていることを理由に申し込む場合） 

カ 単身入居申込者生活状況調査書（単身で申し込む場合） 

キ ＤＶ被害者であることの証明・・・裁判所の保護命令決定書（写し）又は婦人

相談所長等または市町村ＤＶ被害者支援担当課，民間団体（婦人保護事業委託

団体等）の証明書又は確認書 

）の証明書 

ク 戸籍の附票又は住民票の除票の写し（過去に市内に住所を有していた方が申し

込む場合） 

ケ いばらきパートナーシップ宣誓書受領証（写し）又はいばらきパートナーシッ

プ宣誓書受領カード（写し） 

コ その他，市が必要とする書類 
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６ 入居申込み及び入居の手続き                        

 

（１）入居申込 

①入居申込に必要な書類をすべて揃えている必要があります。 

②入居される方が住宅課に直接持参してください。申込みの内容に

ついてお尋ねすることがあり，不明な場合は受理できません。 

③申込みは先着順での受付となりますので，定員に達した場合，申

込みは受理できません。 

（２）資格審査 

※申込者が，申込

要件を満たして

いることの確認 

①申込みの際に提出いただいた書類をもとに審査を行い，申込要件

を満たしているかどうか確認します。 

②後日（１週間後程度），審査の結果をお電話でご連絡します。 

（３）入居承諾書の

取得・提出 

 

※入居を希望する

住宅が，補助の

要件を満たして

いることの確認 

①補助の対象となる民間賃貸住宅の中から，希望する住宅を選んで

ください。 

②希望する住宅を管理する認定事業者の所に行き，「民間賃貸住宅

入居承諾書」を取得し，市に提出してください。 

③市の審査後，「補助資格決定者」となり，市から「民間賃貸住宅

家賃補助資格決定通知書」及び「入居までのスケジュール」を送

付します。 

※資格決定通知書送付の日から３年間は市営住宅の申込みが出来

なくなります。 

※「民間賃貸住宅入居承諾書」の発行は，認定事業者の意思で行う

ものであり，その取得にあたっては，認定事業者からの資格審査

を受ける必要があります。 

（４）民間賃貸住宅 

契約・入居 

①市からの「民間賃貸住宅家賃補助資格決定通知書」を受け取った

後，賃貸借契約を締結してください。その後，契約に基づき入居

を行ってください。 

②補助開始月については，以下のとおりです。 

・賃貸借契約の開始日が月の初日の場合…契約開始月から 

・     〃    月の途中の場合…翌月から 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

（５）家賃補助金 

交付申請 

①賃貸借契約書の写しを添えて，「民間賃貸住宅家賃補助金交付申

請書」を提出してください。この申請書は，「民間賃貸住宅家賃

補助資格決定通知書」を送付する際に同封します。 

②審査後，「民間賃貸住宅家賃補助金交付・不交付決定通知書」を

送付します。 

③この申請は，家賃補助を受けている間は，毎年１回６月に提出し

ていただきます。来年度からは住民票と課税証明書を一緒に提出

していただき，所得要件の審査をします。審査の結果，所得制限

を超えている場合，向こう１年間の補助は受けられません。 

（６）家賃補助金 

交付請求 

①補助金の交付は，10，１，４，７月です。各交付月に，前３か月

分の家賃に対し補助金を交付します。 

②ただし，家賃・市税の滞納が無いことが条件であるため，請求の

都度，認定事業者から「家賃支払証明書」，市から「納税証明書

（未納がないことの証明書）」を取得し，「民間賃貸住宅家賃補助

金交付請求書」とともに提出してください。 

③提出期間は，各支払月の 1 日～10 日です。ただし，４月の請求

提出期限は前月の末日です。 

 

 

※民間賃貸住宅の契約については，必ず（３）③の「民間賃貸住宅家賃補助資格決定

通知書」を受け取ってから締結してください。通知書を受け取る前に契約を締結し

た場合，補助の対象外となります。 
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７ 今後のスケジュール                                

 

 

9月
日 月 火 水 木 金 土

8/27 28 29 30 31 9月1日 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

資格審査

結果連絡

17 18 19 20 21 22 23

入居承諾書

提出期限

24 25 26 27 28 29 30

資格決定通知書

送付予定日

10月
日 月 火 水 木 金 土

10月1日 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

24 25 26 27 28 29 30

交付決定通知書

入居承諾書提出期間

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格審査期間

交付申請書・賃貸借契約書

提出期限（10/16）

賃貸借契約締結（10/16まで）

資格決定・不決定審査期間
賃貸借契約締結
（10/16まで）

資格審査期間
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８ 認定事業者一覧 

 

認定

番号 
認定事業者名 電話番号 所在地 

27-01 （有）大藤興産 029-262-4303  相金町１７番地５ 

27-02  大東建託（株）ひたちなか店 029-272-0981  東大島１丁目２４番８号 

27-03 
 常陸農業協同組合 

 ひたちなか不動産管理センター 
029-270-2131  大平１丁目２０番１号 

27-04  ベニヤ商事（株） 029-275-2211  勝田中央５番１５号 

27-05 （株）ハウジングエイト 029-270-3808  高場３丁目９番地２５ 

27-06  後藤商事（株） 029-273-5536  東石川２丁目１５番７号 

27-07  山田屋不動産 029-262-3658  東本町１１番６号 

27-08 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館 勝田営業所 
029-274-9111  勝田中央１０番７号 

27-10 
（株）ＬＩＸＩＬ リアルティ 

マイルーム館ひたちなか田彦営業所 
029-353-5311  田彦９９９番地４３ 

27-11  香陵住販（株）ひたちなか店 029-354-1600  東石川２丁目１番１３号 

27-12  香陵住販（株）市毛店 029-354-8600  市毛８９５番地１ 

27-13  新栄不動産 029-273-3680  表町１３番３号 

27-14  岡田不動産（株） 029-262-2138  湊中央１丁目１０番１３号 

27-15  日本サンエイ（株） 029-273-8877  東石川３丁目１番１号 

27-16 （有）明豊 029-263-1688  南神敷台２番地２ 

28-01  佐和不動産 029-285-1192 高場１丁目３番地１２ 

30-01  （株）アイザック 029-297-2525 高場３丁目９番地１９ 

◆物件情報は認定事業者及び市住宅課で公開しています。 


